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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ディジタルカメラに操作可能に受け入れ可能なメモリカードであって、前記ディジタル
カメラは前記メモリカードが受け入れられた場合に、ディジタルデータを外部にエクスポ
ートが可能になり、かつ、ディジタルデータを外部からインポートでき、
　　前記メモリカードは、
　　中央プロセッサと、
　　前記中央プロセッサに操作可能に接続されているワイヤレストランシーバモジュール
と、
　　前記中央プロセッサに操作可能に接続されている記憶モジュールと、
　　前記中央プロセッサに操作可能に接続されているとともに、前記ディジタルカメラに
対するユーザの操作から重力加速度を測定し、定められた特性の動作の検出の結果として
前記重力加速度の測定結果に基づく操作信号を前記中央プロセッサに与えるように構成さ
れた動作センサと、
　を具備しており、
　動作の少なくとも１つの所定のパターンは前記中央プロセッサまたは記憶モジュールに
格納されており、
　前記動作センサは、前記ディジタルカメラの少なくとも１つの加速度に基づいて、加速
度パターン及び前記動作の少なくとも１つの所定のパターンを検出し認識するように構成
され、
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　前記プロセッサは、前記メモリカードが前記ディジタルカメラに受け入れられていて、
当該ディジタルカメラが特定のモードにあることを判定すると、ユーザに前記ディジタル
カメラを介して記ディジタルデータが外部にエクスポートできること、又は、ディジタル
データを外部からインポートできることを表示し、ユーザが前記ディジタルカメラに対し
て前記操作を与えると、前記インポート又はエクスポートを開始することができる、メモ
リカード。
【請求項２】
　前記動作センサは、１軸動作センサと、２軸動作センサと、３軸動作センサとからなる
グループから選択される動作フィードバックデバイスを具備する、請求項１に記載のメモ
リカード。
【請求項３】
　前記動作センサは、モーションセンサと加速度計とからなるグループから選択される、
請求項１又は２に記載のメモリカード。
【請求項４】
　前記動作センサは、アナログ対ディジタル変換器を更に具備する、請求項１乃至３の何
れか１項に記載のメモリカード。
【請求項５】
　前記中央プロセッサは、アナログ対ディジタル変換器を更に具備する、請求項１乃至３
の何れか１項に記載のメモリカード。
【請求項６】
　前記動作センサと前記中央プロセッサとに操作可能に接続されているアナログ対ディジ
タル変換器を更に具備する、請求項１乃至３の何れか１項に記載のメモリカード。
【請求項７】
　請求項１乃至６の何れか１項に記載のメモリカードを制御する方法であって、
　　データを送信することと、
　　データを受信することと、
　　データをアップロードすることと、
　　モバイル構成になるように前記ディジタルカメラに命令することと、
　からなるグループから選択される行為に対して、前記メモリカードが制御される、方法
。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの加速度は、
　　前記ディジタルカメラの本体と、
　　前記ディジタルカメラのディスプレイと、
　　前記ディジタルカメラの制御部と、
　のうちの１つに対する、少なくとも１回のタップを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記少なくとも１回のタップは、複数回のタップを含み、
　タップの回数は、異なる操作結果を有する、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの加速度は、前記ディジタルカメラの少なくとも１回の短く、鋭い
振動を含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの加速度は、前記ディジタルカメラの少なくとも１回の短く、鋭い
回転を含む、請求項７又は８に記載の方法。
【請求項１２】
　前記動作センサは、
　前記動作センサの動作を検出し、
　前記検出された動作が、少なくとも１つの所定のパターンの動作の中にない場合は、前
記検出された動作は無視され、
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　前記検出された動作が、前記少なくとも１つの所定のパターンの動作の中にある場合は
、
　前記中央プロセッサは、命令されたタスクを行なう、請求項８乃至１１の何れか１項に
記載の方法。
【請求項１３】
　前記動作センサは、アナログ信号を生成し、
　前記アナログ信号は、アナログ対ディジタル変換器によってディジタル信号に変換され
、
　前記アナログ対ディジタル変換器は、
　　前記動作センサ、
　　前記中央プロセッサ、又は、
　　前記動作センサと前記中央プロセッサとに操作可能に接続されている、前記メモリカ
ード中の別のコンポーネント、
　のうちの１つである、請求項７乃至１２の何れか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　請求項１乃至６の何れか１項に記載のメモリカードを制御する方法であって、
　データを送信することと、
　データを受信することと、
　データをアップロードすることと、
　モバイル構成になるように前記ディジタルカメラに命令することと、
　からなるグループから選択される行為に対して、前記メモリカードが制御され、
　ここで、前記動作センサは、前記メモリカードの少なくとも１つの加速度に基づいて、
予め定められた加速度パターンを検出するように構成されており、
　その後、前記中央プロセッサが、連続する加速度の値に基づいて、予め指定された１組
の命令を実行し、
　前記動作センサは、
　前記動作センサの動作を検出し、
　前記検出された動作が、動作の少なくとも１つの所定のパターンの中にない場合は、前
記検出された動作は無視され、
　前記検出された動作が、前記動作の少なくとも１つの所定のパターンの中にある場合は
、前記中央プロセッサは、命令されたタスクを行なう、方法。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの加速度は、
　　前記ディジタルカメラの本体と、
　　前記ディジタルカメラのディスプレイと
　　前記ディジタルカメラの制御部と、
　のうちの１つに対する、少なくとも１回のタップを含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記少なくとも１回のタップは、複数回のタップを含み、
　タップの回数は、異なる命令を実行させる、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つの加速度は、前記ディジタルカメラの少なくとも１回の短く、鋭い
振動を含む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１８】
　前記動作センサは、アナログ信号を生成し、
　前記アナログ信号は、アナログ対ディジタル変換器によってディジタル信号に変換され
、
　前記アナログ対ディジタル変換器は、
　　前記動作センサ、
　　前記中央プロセッサ、又は、
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　　前記動作センサと前記中央プロセッサとに操作可能に接続されている、前記メモリカ
ード中の別のコンポーネント、
　のうちの１つである、請求項１４乃至１７の何れか１項に記載の方法。
【請求項１９】
　動作の少なくとも１つの所定のパターンを使用して、メモリカードスロットを有するデ
ィジタルカメラを制御する方法であって、
　前記方法は、
　　動作センサを有するメモリカードを、前記メモリカードスロットに差し込み、前記メ
モリカードが、前記ディジタルカメラに操作可能に受け入れられることと、
　　前記動作の少なくとも１つの所定のパターンを使用して、前記ディジタルカメラを動
かすことと、
　　前記動作センサを使用することによって、前記ディジタルカメラに対するユーザの操
作に基づくアナログ信号を出力することにより前記動作の少なくとも１つの所定パターン
を認識することと、
　　前記動作センサを使用して前記アナログ信号をディジタル信号に変換することと、
　　前記動作センサから前記メモリカードのプロセッサに信号を与えることであって、前
記プロセッサは、前記メモリカードが前記ディジタルカメラに受け入れられていて、当該
ディジタルカメラが特定のモードにあることを判定すると、ユーザに前記ディジタルカメ
ラを介して記ディジタルデータが外部にエクスポートできること、又は、ディジタルデー
タを外部からインポートできることを表示し、ユーザが前記ディジタルカメラに対して操
作を与えると、前記インポート又はエクスポートを開始することができることと、
　　モバイル構成になるように前記ディジタルカメラに命令することと、
　を含み、
　ここで、前記ディジタルカメラは、前記モバイル構成の別の遠隔通信デバイスを使用し
て制御可能である、方法。
【請求項２０】
　前記動作の少なくとも１つの所定のパターンは、
　　前記ディジタルカメラに対する、少なくとも１回のタップと、少なくとも１回の短い
振動と、少なくとも１回の鋭い振動と、回転と、からなるグループから選択される、請求
項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記別の遠隔通信デバイスは、移動電話である、請求項１９又は２０に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の参照
　我々のこれまでの国際特許出願を参照する。
【０００２】
　第ＰＣＴ／ＳＧ２００８／０００３２７号は、２００８年９月４日に出願され、「Ｍｅ
ｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　Ｃａｒｄ　ｆｏｒ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｄｉｇ
ｉｔａｌ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（ワイヤレスディジタルコンテンツの
管理のための方法と装置のカード）」という発明の名称を有する。
【０００３】
　第ＰＣＴ／ＳＧ２００９／０００２７９号は、２００８年９月４日の優先日を有し、２
００９年８月１２日に出願され、「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ｍｅｍｏｒｙ　Ｃａｒｄ　ｆ
ｏｒ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（ワ
イヤレスディジタルコンテンツの管理のための方法とメモリカード）」という発明の名称
を有する。
【０００４】
　第ＰＣＴ／ＳＧ２００９／０００２８０号は、２００８年９月４日の優先日を有し、２
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００９年８月１２日に出願され、「Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ
　ｆｏｒ　Ｍｅｍｏｒｙ　Ｃａｒｄ（メモリカードのための認証方法）」という発明の名
称を有する。
【０００５】
　第ＰＣＴ／ＳＧ２００９／０００４６１号は、２００９年１２月１日に出願され、「Ｍ
ｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ｍｅｍｏｒｙ　Ｃａｒｄ　ｆｏｒ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｄｉｇｉｔ
ａｌ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（ワイヤレスディジタルコンテンツの管理
のための方法とメモリカード）」という発明の名称を有する。
【０００６】
　第ＰＣＴ／ＳＧ２００９／０００４８０号は、２００９年１２月１６日に出願され、「
Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　Ｃｏｎｖｅｒｔｉｎｇ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｄａｔａ（ディジタルデ
ータを変換する方法）」という発明の名称を有する。
【０００７】
　第ＰＣＴ／ＳＧ２０１０／００００１２号は、２００９年１２月１６日の優先日を有し
、２０１０年１月１９日に出願され、「Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　Ｃｏｎｖｅｒｔｉｎｇ　Ｄ
ｉｇｉｔａｌ　Ｄａｔａ（ディジタルデータを変換する方法）」という発明の名称を有す
る。
【０００８】
　第ＰＣＴ／ＳＧ２０１０／００００６９号は、２０１０年３月１日に出願され、「Ｍｅ
ｍｏｒｙ　Ｃａｒｄ（メモリカード）」という発明の名称を有する。
【０００９】
　第ＰＣＴ／ＳＧ２０１０／００００７０号は、２００９年１２月１日の優先日を有し、
２０１０年３月１日に出願され、「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ｍｅｍｏｒｙ　Ｃａｒｄ　ｆ
ｏｒ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ（ワ
イヤレスディジタルコンテンツの管理のための方法とメモリカード）」という発明の名称
を有する。
【００１０】
　第ＰＣＴ／ＳＧ２０１０／０００１８３号は、２００９年１２月１日の優先日を有し、
２０１０年５月１４日に出願され、「Ｍｅｍｏｒｙ　Ｃａｒｄ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　
ｆｏｒ　Ｓｔｏｒａｇｅ　ａｎｄ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｉｎｇ　ｏｆ
　Ｄａｔａ（データの記憶とワイヤレス送受信のためのメモリカードと方法）」という発
明の名称を有する。
【００１１】
　これらの（「我々のこれまでの出願」）の内容は、それらが全体的にここに開示されて
いるかのように参照によってここに取り込まれる。
【００１２】
　技術分野
　本発明は、データの記憶とワイヤレス送受信（wireless transceiving）との開始のた
めのメモリカードと方法とに関し、特に、メモリカードが操作可能に連結されたディジタ
ルカメラによってデータの記憶とワイヤレス送受信とを開始するために動作センサ（move
ment sensor）を使用する、メモリカードと方法とに関するが、これに制限されるわけで
はない。
【００１３】
　定義
　この明細書の全体にわたって、ディジタルカメラに対する参照は、ディジタルカメラ（
digital camera）、ディジタルビデオカメラ（digital video camera）、ディジタルボイ
スレコーダ（digital voice recorder）、又はディジタルダイヤリ（digital diary）に
対する参照を含んでいると解釈されるべきである。
【００１４】
　この明細書の全体にわたって、別のディジタルデバイスに対する参照は、ワイヤレス対
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応のパーソナルコンピュータ（wireless-enabled personal computer）、ラップトップコ
ンピュータ（laptop computer）、ノートブックコンピュータ（notebook computer）、タ
ブレットコンピュータ（tablet computer）、パーソナルディジタルアシスタント（perso
nal digital assistant）、サーバ（server）、移動電話（mobile telephone）又はセル
ラ電話（cellular telephone）、或いはディジタルフォトフレーム（digital photo fram
e）に対する参照であると解釈されるべきである。
【背景技術】
【００１５】
　ディジタルカメラは、ディジタルコンテンツのダウンロードとアップロードとを可能に
するために、ホストコンピュータに物理的及び電気的に接続されなければならない。ディ
ジタルコンテンツは、例えば、画像、ビデオ画像、販売品（marketing material）、音楽
コンテンツ、等であり得る。アップロードとダウンロードとを管理及び制御するアプリケ
ーションは、ホストコンピュータに存在する。これは必ずしも便利であるとは限らない。
【００１６】
　これは、ディジタルカメラが、ディジタルカメラによって取り込まれた（capture）デ
ィジタルデータを独立してエクスポートする（export）ことができないプロセッサを有し
ているからである。ディジタルカメラをホストコンピュータに接続しなければならず、そ
うすると、ホストコンピュータは、ディジタルカメラによって取り込まれたディジタルデ
ータをインポートし（import）、更に、ホストコンピュータは、ホストコンピュータから
ディジタルカメラにディジタルデータをエクスポートする。全ての関連する機能について
、ホストコンピュータがプロセスを制御する。その代わりに、メモリカードに記憶されて
いるディジタルデータをホストコンピュータにアップロードするために、ディジタルカメ
ラのメモリカード又は同様の不揮発性メモリを取り外して、ホストコンピュータに差し込
んでもよい。ホストコンピュータのメモリに記憶されると、ディジタルデータをウェブサ
イトにアップロードすることができる。例えば、個人的な写真を記憶することができる多
くのウェブサイトがある。「フェイスブック（FaceBook）」と「ユーチューブ（U-Tube）
」は、多くの例のうちのほんの２つである。これは、アップロードを行なうために、ホス
トコンピュータにアクセスしなければならない。これは必ずしも便利であるとは限らない
かもしれない。更に、このようなサイトにおいてデータの保全性はかなり損なわれる。
【００１７】
　ディジタルカメラはキーボード又はキーパッドを本来有していないので、データの記憶
又はデータの送受信の開始のための命令を示すことは、通常のディジタルカメラの機能と
制御部とを使用して、異なる結果を達成することを必要とする。しかしながら、これを行
なう際に、ユーザの直観的な（intuitive）反応と動きとを考慮に入れなければならず、
或いは誤用、エラー、又は不測の誤った操作が行われるかもしれない。更に、ディジタル
カメラは、限られた数の制御部を有し、制御部の全ては、定められた機能を有している。
既存の制御部に異なる機能を与えると、ユーザの混乱及び／又は不安を引き起こし得る。
【発明の概要】
【００１８】
　例示的な態様によると、中央プロセッサと、中央プロセッサに操作可能に接続されてい
るワイヤレストランシーバモジュールと、中央プロセッサに操作可能に接続されている記
憶モジュールと、中央プロセッサに操作可能に接続されている動作センサと、を具備して
おり、定められた特性の動作の検出の結果として、操作信号を中央プロセッサに与えるよ
うに構成されている、メモリカードが提供される。
【００１９】
　動作センサは、１軸動作センサと、２軸動作センサと、３軸動作センサとからなるグル
ープから選択される動作フィードバックデバイス（movement feedback device）を具備し
得る。動作センサは、更に、モーションセンサ（motion sensor）と加速度計(accelerome
ter)とから選択されてもよく、更に、重力加速度（gravitational acceleration）を測定
するように構成されていてもよい。動作センサは、アナログ対ディジタル変換器を更に具
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備してもよい。その代わりに、中央プロセッサが、アナログ対ディジタル変換器を更に具
備してもよい。更にその代わりに、アナログ対ディジタル変換器は、メモリカード中の別
のコンポーネントであって、動作センサと中央プロセッサとに操作可能に接続されていて
もよい。メモリカードは、動作の少なくとも１つの所定のパターンを更に含み得る。動作
の所定のパターンは、中央プロセッサ又は記憶モジュールのうちの一方に記憶され、中央
プロセッサによって読み出し可能であり得る。
 
【００２０】
　別の例示的な態様によると、メモリカードを制御する方法であって、動作センサは、メ
モリカードを操作可能に受け取ることができるディジタルカメラの少なくとも１つの加速
度（acceleration）に基づいて、加速度パターンを検出し認識することができる、方法が
提供される。
【００２１】
　少なくとも１つの加速度は、ディジタルカメラの本体と、ディジタルカメラのディスプ
レイと、ディジタルカメラの制御部と、のうちの１つに対する、少なくとも１回のタップ
を含み得る。少なくとも１回のタップは、複数回のタップを含んでもよく、タップの回数
は、異なる操作結果を有する。その代わりに、少なくとも１つの加速度は、ディジタルカ
メラの、少なくとも１回の短く、鋭い振動（short, sharp shake）及び／又は回転を含み
得る。動作センサは、動作センサの動作を検出するかもしれず、検出された動作が、動作
の少なくとも１つの所定のパターンの中にない場合は、検出された動作は無視され得る。
その代わりに、検出された動作が、動作の少なくとも１つ所定のパターンの中にある場合
は、中央プロセッサは、命令されたタスクを行ない得る。動作センサは、アナログ信号を
生成してもよく、アナログ信号は、アナログ対ディジタル変換器によってディジタル信号
に変換される。アナログ対ディジタル変換器は、動作センサ、中央プロセッサ、又は、動
作センサと中央プロセッサとに操作可能に接続されている、メモリカード中の別のコンポ
ーネント、のうちの１つであり得る。
 
【００２２】
　別の例示的な態様によると、メモリカードを制御する方法であって、動作センサは、メ
モリカードの少なくとも１つの加速度に基づいて、予め定められた加速度パターンを検出
するように構成されており、その後、中央プロセッサが、連続する加速度の値に基づいて
、予め指定された１組の命令を実行する、方法が提供される。
 
【００２３】
　少なくとも１つの加速度は、ディジタルカメラの本体と、ディジタルカメラのディスプ
レイと、ディジタルカメラの制御部と、のうちの１つに対する、少なくとも１回のタップ
を含み得る。少なくとも１回のタップは、複数回のタップを含んでもよく、タップの回数
は、異なる命令を実行させる。その代わりに、少なくとも１つの加速度は、ディジタルカ
メラの少なくとも１回の短く、鋭い振動及び／又は回転を含み得る。動作センサは、動作
センサの動作を検出し、検出された動作が、動作の少なくとも１つの所定のパターンの中
にない場合は、検出された動作は無視され得る。その代わりに、検出された動作が、動作
の少なくとも１つ所定のパターンの中にある場合は、中央プロセッサは、命令されたタス
クを行ない得る。動作センサは、アナログ信号を生成してもよく、アナログ信号は、アナ
ログ対ディジタル変換器によってディジタル信号に変換される。アナログ対ディジタル変
換器は、動作センサ、中央プロセッサ、又は、動作センサと中央プロセッサとに操作可能
に接続されている、メモリカード中の別のコンポーネント、のうちの１つであり得る。
 
【００２４】
　本発明が十分に理解され、容易に実用化され得るように、添付の説明図を参照して、非
制限的な例のみによって、例示的な実施形態を次に記載する。
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【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】取り込まれたデータをホストデバイスからサーバにワイヤレスで転送するか、又
は、サーバに存在するデータをワイヤレス媒体にワイヤレスで転送することを可能にする
ための、ホストデバイスに接続可能なワイヤレス媒体の例示的なシステムの概略図である
。
【図２】図１の例示的なシステムを示すブロック図である。
【図３】図１のワイヤレス媒体の図である。
【図４】図１のホストデバイスのプロセッサの図である。
【図５】図１乃至４の例示的な実施形態の実施についてのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　例示的な実施形態は、ディジタルカメラに使用するメモリカードと方法である。メモリ
カードは、データの記憶とワイヤレス送受信との開始のために動作センサを有する。
【００２７】
　図１乃至５に示されているように、ディジタルカメラ１００はスロット１０２を有し、
メモリカード２００をスロット１０２の中に普通のやり方で差し込んだり、取り外したり
することができる。
【００２８】
　メモリカード２００は、図３に示されている。メモリカード２００は、中央プロセッサ
２０２と、中央プロセッサ２０２に操作可能に接続されているワイヤレストランシーバモ
ジュール２０４と、中央プロセッサ２０２に操作可能に接続されている記憶モジュール２
０６とを有する。中央プロセッサ２０２は、カードインターフェイス２０８と、ワイヤレ
スインターフェイス２１０とを有する。更に、ワイヤレストランシーバモジュール２０４
は、アンテナ２１２を有する。ＣＰＵ２０２は、特に、ワイヤレストランシーバモジュー
ル２０４がデータを送るか又は受信するときにデータの緩衝を可能にする緩衝器２１４を
有している。オーディオ信号又は警報を与えることができるように、ブザー１０００を備
えてもよい。メモリカード２００は、中央プロセッサ２０２に操作可能に接続されている
動作センサ２１６を更に有する。動作センサ２１６は、例えば、モーションセンサ、加速
度計、等のような、重力加速度を測定するように構成された、１軸、２軸、又は３軸の動
作センサを含む任意の形態の動作フィードバックデバイスであってもよい。動作センサ２
１６は、必要又は希望であれば、アナログ対ディジタル変換器２１８を含んでもよい。そ
の代わりに、アナログ対ディジタル変換器２１８は、中央プロセッサ２０２の一部を形成
してもよく、又はメモリカード２００の別のコンポーネントであって、動作センサ２１６
と中央プロセッサ２０２とに操作可能に接続されていてもよい。
【００２９】
　ディジタルカメラ１００は、スロット１０２に差し込まれたときにメモリカード２００
にインターフェイスするカードインターフェイス１０６を有する内蔵プロセッサ１０４を
有する。内蔵プロセッサ１０４は、カメラ１００のディスプレイスクリーン１１０を制御
するディスプレイインターフェイス１０８を更に有する。更に、内蔵プロセッサ１０４は
、カメラ１００の操作を制御するためにカメラの制御部（camera control）、等１１４を
使用することを可能にする制御インターフェイス１１２を有する。内蔵プロセッサ１０４
は、ディジタルデータをカメラ１００の外部に独立してエクスポートすることができない
。独立してエクスポートすることによって、プロセッサ１０４が、コンピュータのような
インテリジェントホストにカメラ１００を操作可能に接続しなければならず、コンピュー
タのようなインテリジェントホストが、カメラからコンピュータへのデータのエクスポー
トを可能にする関連する操作ソフトウェアを有していて、エクスポートが、コンピュータ
に制御されることを意味する。カメラ１００の通常の操作は、内蔵プロセッサ１０４に制
御される。
【００３０】
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　更に、内蔵プロセッサ１０４は、カメラ１００の外部からディジタルデータを独立して
インポートすることができない。独立してインポートすることによって、プロセッサ１０
４が、コンピュータのようなインテリジェントホストにカメラ１００を操作可能に接続し
なければならず、コンピュータのようなインテリジェントホストが、コンピュータからカ
メラへのデータのエクスポート(即ち、コンピュータからのデータのカメラによるインポ
ート)を可能にする関連する操作ソフトウェアを有していて、エクスポート／インポート
が、コンピュータに制御されることを意味する。
【００３１】
　カードインターフェイス２０８により、メモリカード２００がカメラ１００のスロット
１０２に連結される度に、カードインターフェイス１０６は、メモリカード２００を通常
のメモリカードと見なし、画像及び／又はオーディオデータを内蔵プロセッサ１０４から
メモリカード２００に転送するために、普通のやり方でメモリカード２００とインターフ
ェイスする。カメラ１００によって認識されるカテゴリの中に、カード２００がない場合
は、これはエラーメッセージを通常のやり方で表示し、プロセスは終了する。
【００３２】
　内蔵プロセッサ１０４とカード２００との最初の接続が終わると(５０１)、メモリカー
ド２００とカメラ１００との機能上及び操作上の関係が、中央プロセッサ２０２と内蔵プ
ロセッサとの間に確立される。我々のこれまでの出願のうちの１つ以上によると、命令を
メモリカード２００に与えるユーザ入力を除いて、最初の且つ継続している機能（initia
l and ongoing functionality）がある。
【００３３】
　ここでは、ユーザ入力は、動作センサ２１６の出力に少なくとも部分的に依存すること
による。カメラ１００が適切なモードであり、動作センサ２１６によって感知される定め
られた特性の動作がある場合は、中央プロセッサ２０２によって適切な措置が取られる。
定められた特性の動作は、次の１つ以上であり得る。即ち、　
　　ユーザがカメラの制御部１１４のうちの１つ以上を操作すること、　
　　ユーザがカメラ１００のディスプレイ１１０をタップすること、　
　　ユーザがカメラ１００の本体をタップすること、或いは、　
　　カメラ１００の少なくとも１回の短く、鋭い振動及び／又は回転。
【００３４】
　これらの動作は、動作センサ２１６によって検出可能であり、ディジタルカメラ１００
の通常の動作中に検出される通常の動作と区別できる。通常の動作の大部分は、比較的に
スムーズ又は滑らかである。定められた特性の動作は全て、容易に行なわれ、従って検出
されることができる、比較的に短く、鋭い動作である。これらの動作が、ディジタルカメ
ラ１００の動作を何らかのやり方で引き起こすと、これらが、メモリカード２００、従っ
て動作センサ２１６の動作を引き起こす。動作センサ２１６は、１つの又は幾つかの連続
的な加速度に基づいて、加速度パターンを検出し認識できる。各加速度は、ディジタルカ
メラ１００の動作による。従って、動作があると、動作センサ２１６は、動作を感知して
、アナログ信号である出力を与える。アナログ信号は、アナログ対ディジタル変換器２１
８によってディジタル信号に変換される。ディジタル信号は、中央プロセッサ２０２によ
って使用できる。既に記載したように、アナログ対ディジタル変換器２１８は、中央プロ
セッサ２０２、動作検出器２１６の一部、又は別のコンポーネントであってもよい。
【００３５】
　検出された動作は、中央プロセッサ２０２に記憶されているか又は記憶モジュール２０
６に記憶されていて、中央プロセッサ２０２によって読み出し可能な、動作の少なくとも
１つの所定のパターン２２０と比較される(５０２)。検出された動作が、少なくとも１つ
の所定のパターンの動作の中にない場合は(５０４)、検出された動作は無視され、プロセ
スは、(５０２)に戻る。(５０２)において、検出された動作が、動作の少なくとも１つの
所定のパターンの中にある場合は、結果は「はい」であり(５０３)、従って、中央プロセ
ッサは、命令されたタスクを始める。例えば、検出された動作が、
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　　シングルタップ(５０５)である場合は、命令はデータを送信することであってもよく
(５０６)、
　　ダブルタップ(又は２回のタップ)である場合は(５０６)、命令はデータを受信するこ
とであってもよく(５０８)、
　　３回のタップである場合は(５０９)、命令はデータをアップロードすることであって
もよく(５１０)、
　　４回のタップである場合は(５１１)、命令はモバイル構成（mobile configuration）
になることであってもよい(５１２)。モバイル構成は、我々のこれまでの出願のうちの第
ＰＣＴ／ＳＧ２０１０／００００６９号に記載されているように、別の移動／セルラ電話
のキーパッドを使用して、ディジタルカメラ１００の操作を制御する場合である。
【００３６】
　ディジタルカメラ１００とメモリカード２００は、我々のこれまでの出願のうちの１つ
以上に従って引き続き機能する。
【００３７】
　上述の記載は、例示的な実施形態を記載しているが、本発明から逸脱することなく、設
計、構造、及び／又は操作の詳細における多くの変更が行われ得ることが、当業者に分か
るであろう。
　以下に、本願出願時の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　［１］中央プロセッサと、
　前記中央プロセッサに操作可能に接続されているワイヤレストランシーバモジュールと
、
　前記中央プロセッサに操作可能に接続されている記憶モジュールと、
　前記中央プロセッサに操作可能に接続されている動作センサと、
　を具備しており、
　定められた特性の動作の検出の結果として、操作信号を前記中央プロセッサに与えるよ
うに構成されている、メモリカード。
　［２］前記動作センサは、１軸動作センサと、２軸動作センサと、３軸動作センサとか
らなるグループから選択される動作フィードバックデバイスを具備する、前記［１］に記
載のメモリカード。
　［３］前記動作センサは、重力加速度を測定するように構成されている、前記［１］又
は［２］に記載のメモリカード。
　［４］前記動作センサは、モーションセンサと加速度計とからなるグループから選択さ
れる、前記［１］乃至［３］の何れか１つに記載のメモリカード。
　［５］前記動作センサは、アナログ対ディジタル変換器を更に具備する、前記［１］乃
至［４］の何れか１つに記載のメモリカード。
　［６］前記中央プロセッサは、アナログ対ディジタル変換器を更に具備する、前記［１
］乃至［４］の何れか１つに記載のメモリカード。
　［７］前記動作センサと前記中央プロセッサとに操作可能に接続されているアナログ対
ディジタル変換器を更に具備する、前記［１］乃至［４］の何れか１つに記載のメモリカ
ード。
　［８］前記メモリカードは、少なくとも１つの所定のパターンの動作を更に含む、前記
［１］乃至［７］の何れか１つに記載のメモリカード。
　［９］前記所定のパターンの動作は、
　　前記中央プロセッサ又は前記記憶モジュールのうちの一方に記憶され、
　　前記中央プロセッサによって読み出し可能である、前記［８］に記載のメモリカード
。
　［１０］前記［１］乃至［９］の何れか１つに記載のメモリカードを制御する方法であ
って、
　前記動作センサは、前記メモリカードを操作可能に受け取ることができるディジタルカ
メラの少なくとも１つの加速度に基づいて、加速度パターンを検出し認識することができ
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る、方法。
　［１１］前記少なくとも１つの加速度は、
　　前記ディジタルカメラの本体と、
　　前記ディジタルカメラのディスプレイと、
　　前記ディジタルカメラの制御部と、
　のうちの１つに対する、少なくとも１回のタップを含む、前記［１０］に記載の方法。
　［１２］前記少なくとも１回のタップは、複数回のタップを含み、
　タップの回数は、異なる操作結果を有する、前記［１１］に記載の方法。
　［１３］前記少なくとも１つの加速度は、前記ディジタルカメラの少なくとも１回の短
く、鋭い振動を含む、前記［１０］に記載の方法。
　［１４］前記少なくとも１つの加速度は、前記ディジタルカメラの少なくとも１回の短
く、鋭い回転を含む、前記［１０］又は［１１］に記載の方法。
　［１５］前記動作センサは、
　前記動作センサの動作を検出し、
　前記検出された動作が、少なくとも１つの所定のパターンの動作の中にない場合は、前
記検出された動作は無視され、
　前記検出された動作が、前記少なくとも１つ所定のパターンの動作の中にある場合は、
前記中央プロセッサは、命令されたタスクを行なう、前記［１１］乃至［１４］の何れか
１つに記載の方法。
　［１６］前記動作センサは、アナログ信号を生成し、
　前記アナログ信号は、アナログ対ディジタル変換器によってディジタル信号に変換され
、
　前記アナログ対ディジタル変換器は、
　　前記動作センサ、
　　前記中央プロセッサ、又は、
　　前記動作センサと前記中央プロセッサとに操作可能に接続されている、前記メモリカ
ード中の別のコンポーネント、
　のうちの１つである、前記［１０］乃至［１５］の何れか１つに記載の方法。
　［１７］前記［１］乃至［９］の何れか１つに記載のメモリカードを制御する方法であ
って、
　前記動作センサは、前記メモリカードの少なくとも１つの加速度に基づいて、予め定め
られた加速度パターンを検出するように構成されており、
　その後で、前記中央プロセッサが、連続する加速度の数に基づいて、予め指定された１
組の命令を実行する、方法。
　［１８］前記少なくとも１つの加速度は、
　　前記ディジタルカメラの本体と、
　　前記ディジタルカメラのディスプレイと、
　　前記ディジタルカメラの制御部と、
　のうちの１つに対する、少なくとも１回のタップを含む、前記［１７］に記載の方法。
　［１９］前記少なくとも１回のタップは、複数回のタップを含み、
　タップの回数は、異なる命令を実行させる、前記［１８］に記載の方法。
　［２０］前記少なくとも１つの加速度は、前記ディジタルカメラの少なくとも１回の短
く、鋭い振動を含む、前記［１７］に記載の方法。
　［２１］前記少なくとも１つの加速度は、前記ディジタルカメラの少なくとも１回の短
く、鋭い回転を含む、前記［１７］又は［２０］に記載の方法。
　［２２］前記動作センサは、
　前記動作センサの動作を検出し、
　前記検出された動作が、少なくとも１つの所定のパターンの動作の中にない場合は、前
記検出された動作は無視され、
　前記検出された動作が、前記少なくとも１つ所定のパターンの動作の中にある場合は、
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前記中央プロセッサは、命令されたタスクを行なう、前記［１７］乃至［２１］の何れか
１つに記載の方法。
　［２３］前記動作センサは、アナログ信号を生成し、
　前記アナログ信号は、アナログ対ディジタル変換器によってディジタル信号に変換され
、
　前記アナログ対ディジタル変換器は、
　　前記動作センサ、
　　前記中央プロセッサ、又は、
　　前記動作センサと前記中央プロセッサとに操作可能に接続されている、前記メモリカ
ード中の別のコンポーネント、
　のうちの１つである、前記［１７］乃至［２２］の何れか１つに記載の方法。

【図１】 【図２】

【図３】
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